
記載例１

   診 療 報 酬 明 細 書 都道府 医療機関コード 1
        （医科入院） 県番号

   平 成 １９ 年 ４   月分
         

老人医療 １０   ９　  ８
の受給者
番       号 ⑦   （     ）
公費負担
医療の受
給者番号① 被 保 険 者 証・被 保 険 者
公費負担 手 帳 等 の 記 号   ・  番 号
医療の受
給者番号②

 
転 日

日

帰 日
 

※ 決　　　　　　　定 点 負　担　金　額 円 回 　　　　請　　　　　求 　　円 ※　　決　　　　　定 　円 　（標準負担額） 円

※ 点 円 回 　　円 円 円

※ 点 円 回 　　円 円 円

 
転 日

日

帰 日
 

※ 決　　　　　　　定 点 負　担　金　額 円 回 　　　　請　　　　　求 　　円 ※　　決　　　　　定 　円 　（標準負担額） 円

※ 点 円 回 　　円 円 円

※ 点 円 回 　　円 円 円

記載例２

   診 療 報 酬 明 細 書 都道府 医療機関コード 1
        （医科入院） 県番号

   平 成 １９ 年 ４   月分
         

老人医療 １０   ⑨  ８
の受給者
番       号 ７   （     ）
公費負担
医療の受
給者番号① 被 保 険 者 証・被 保 険 者
公費負担 手 帳 等 の 記 号   ・  番 号
医療の受
給者番号②

 
転 日

日

帰 日
 

※ 決　　　　　　　定 点 負　担　金　額 円 回 　　　　請　　　　　求 　　円 ※　　決　　　　　定 　円 　（標準負担額） 円

※ 点 円 回 　　円 円 円

※ 点 円 回 　　円 円 円

 
転 日

日

帰 日
 

※ 決　　　　　　　定 点 負　担　金　額 円 回 　　　　請　　　　　求 　　円 ※　　決　　　　　定 　円 　（標準負担額） 円

※ 点 円 回 　　円 円 円

※ 点 円 回 　　円 円 円
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　国民健康保険の被保険者で，幼児（３歳以上）（８９）のマル福に該当の場合

（２）限度額適用認定証の提示があり（低所得者）の場合

（１）老人保健（一般所得者）の場合（１割負担，減額認定証提示なし）

（１）限度額確認認定証の提示がない場合

老人保健の対象者で，重度障害者（８５）のマル福に該当の場合

限度額適用認定証の提示が
され、高額療養費の現物給
付が行われる場合には、所得
区分に応じた自己負担限度
額を記載する。

限度額適用認定証の提示がさ
れない場合は，記載を要さな
い。

（２）老人保健（低所得者Ⅱ）の場合（１割負担，減額認定証（低所得Ⅱ）提示あり）

限度額適用認定証の
提示がされない場合
は，空欄となる。

限度額適用認定証
が提示された場合
は，限度額の区分を
記載する。

減額認定証が提示さ
れないため，記載し
ない。

減額認定証が提示さ
れ，低所得Ⅱに該当す
るため，「Ⅱ」に○を付
ける。

１割負担で，減額認定証の
提示がされない場合は、一
般の所得区分で算出した自
己負担限度額を記載する。

１割負担で，減額認定証の提
示がされた場合は、所得区分
に応じた自己負担限度額を記
載する。


